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 第 1 章 総則 

１ 計画の目的 

南海トラフ地震は、これまで 100 年から 150 年

程度の間隔で M８クラスの巨大地震が繰り返し発

生し、周辺地域に甚大な被害をもたらしている。 

阿南市においても、南海トラフの地震により大き

な被害が想定されていることから、被害を最小限に

抑えるために、地域社会（自主防災組織、町内会、

自治会等）、学校、事業所などが市と一体となって

対策を進める必要がある。とりわけ、地震に伴う巨

大な津波に対しては、住民一人ひとりが迅速かつ主

体的に避難行動が取れるよう、自助、共助の取り組

みを強化しなければならない。 

本計画は、南海トラフ巨大地震による最大クラス

の津波に備え、津波による人的被害を軽減するため

に、住民一人ひとりが津波から避難する意識を高め、

共に助け合い、津波から迅速かつ円滑に安全な高台

や津波避難ビル等へ一時的に緊急避難することを目

的として、作成したものである。（二次避難所については検討していない） 

２ 本計画の使い方 

この計画は、平成２６年３月に阿南市が策定した「阿

南市津波避難計画」に基づき作成に取り組んだもので、

本地域における津波時の避難先のほか、避難先までの避

難経路や避難の際の歩行速度等をコンピュータ上に再現

して算出した「津波避難シミュレーション結果図」等を

掲載している。 

この津波避難シミュレーション結果図では、自宅から

どこに避難すれば良いか、その場所に避難するために必

要な時間はどれくらいかを確認することができるが、実

際の避難行動と差異が生じる可能性もある。 

よって、今後は、この計画に基づき津波避難訓練を繰り返し実施しながら、さらなる課題の抽出、

対策の検討を行って、より良い計画に改訂していくこととする。 

３ 本計画で想定される地震・津波 

南海トラフの地震は、宝永地震を最大級として想定したレベル 1（過去に大きな被害を発生させ

たクラスの地震・津波）と、東日本大震災の発生を受け想定震源断層域を見直した最大クラスの津

波を想定したレベル 2（起こりうる最大規模の地震・津波）が想定されているが、本計画では、地

域最大のリスクを想定し、それに備えることを目的とすることから、レベル 2 の地震・津波を前提

として計画を策定する。 
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４ 用語の意味 

本計画において、使用する用語の意味は次のとおりである。 

№ 用語 意味 

１ 津波浸水想定区域 最大クラスの津波が悪条件下を前提に発生したときの浸水想定区域。 

２ 津波水位 津波による海岸線での最大水位（標高）。地震による地盤の沈降量を考

慮し算出。第一波が最大とは限らず、第二波以降に最大となる場所もあ

る。 

３ 基準水位 津波浸水想定に定める浸水深さに加えて、流れによって建築物等に衝突

した際の水位のせき上げ効果を考慮した高さ。 

４ 避難対象地域 津波が発生した場合に避難が必要な地域で、津波災害警戒区域（津波浸

水想定区域に基づく）に基づき市が指定する。安全性の確保、円滑な避

難等を考慮して同区域よりも広い範囲で指定している。 

５ 避難経路 避難する場合の経路で、自主防災組織、住民等が設定したもの。通行が

困難と思われる箇所についてはシミュレーション対象外としている。 

６ 避難目標地点 津波の危険を回避するために、避難対象地域外へ避難する

際に目標とする地点。 

総称して、

「 津 波 時

の避難先」

と表す。 

７ 市指定津波避難場所 津波災害警戒区域内、または同区域近傍の公共施設で、地

域防災計画で指定されている津波時の避難場所。 

８ 緊急避難場所 津波の危険から緊急に避難するための高台や施設など。津

波災害警戒区域外にある。 

９ 津波避難ビル 津波の危険から緊急に避難するための建物。津波災

害警戒区域内にある鉄筋コンクリート造あるいは鉄

骨鉄筋コンクリート造の建物。津波避難ビルでは、

基準水位より高い場所を「利用できる場所」として

定めている。 

津波避難ビルに指定された建物には、右の看板が取

り付けられており、夜間休日を問わず避難が可能。 
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第２章 想定される地震・津波と被害想定                          

１ 阿南市全域の被害想定等 

（１）震度分布図 

平成２５年７月３１日に徳島県が公表した「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）」においては、阿南市では最大震度７が想定されており、

市全域で大きな被害を受ける可能性がある。 

 

図１ 阿南市における震度分布図 

内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による検討ケースの内、各所で基盤地震動が最大となるケースを用い、徳島県の表層地盤モデルにより算出。徳島県内における震度分布の広がりを表す

ものとして、県内を 250m メッシュに区分した平均的な地盤データに基づき推計したものである。同一の震度と表されている区域の中でも、地質の条件により、異なる震度となる場合もある。 
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（2）液状化危険度分布図 

震度分布図とともに、徳島県が公表した液状化危険度分布図では、阿南市の平野部ほぼ全域で液状化危険度が極めて高い結果となっている。 

 

図 2 阿南市における液状化危険度分布図 

内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による検討ケースの内、各所で基盤地震動が最大となるケースを用い、徳島県の表層地盤モデルにより算出。徳島県内における液状化の傾向を表す

ものとして、県内を 250m メッシュに分割した平均的な地盤データに基づき液状化を判定したものである。既に個別で実施された液状化対策を考慮していないため、液状化危険度が高いとされた

区域においても、液状化の危険が低い箇所もある。一方、液状化危険度が低いとされた区域においても、ため池等を埋め立てたような箇所では液状化の可能性が高くなる。 
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（3）津波浸水想定 

 平成２４年１０月３１日に徳島県が公表した「徳島県津波浸水想定」による阿南市における津波浸水想定区域及び浸水深は、以下のとおりである。 

 

図３ 阿南市における津波浸水想定区域図

（平成19～23年） 
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（５）沿岸域における津波水位と津波影響開始時間 

阿南市沿岸域の最大波による津波水位は、8.2～5.1ｍ（標高）で、初期水位から２０cm 水位

が上昇する時間（海辺にいる人々の人命に影響が出るおそれのある水位変化が生じるまでの時間）

は、伊島で１２分、福井川河口で 19 分、中島港口で 23 分と想定されている。さらに、表１によ

ると２０cm 水位が上昇して後まもなく１ｍ水位上昇、２ｍ水位上昇していることがわかる。

 

「明日、起こるかもしれない！南海トラフ巨大地震（徳島県防災人材育成センター、平成 26 年 3 月）」から抜粋・加筆 

図４ 沿岸域における最大波による津波水位と津波影響開始時間 

 

表１ 沿岸域における津波の想定結果（図４のうち、詳細公表値のみ記載）

 

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（標高 ｍ）

12 初期水位+20 17 初期水位+100 20 初期水位+200 98 6.2

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（標高 ｍ）

19 初期水位+20 34 初期水位+100 36 初期水位+200 97 8.2

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（cm）

到達時間
（分）

津波高
（標高 ｍ）

23 初期水位+20 29 初期水位+100 32 初期水位+200 139 5.1

阿　　南　　市
福  井  川  河  口

１ｍ津波到達時間 ２ｍ津波到達時間

阿　　南　　市
伊　　　　　島

津波影響開始時間 最大津波

阿　　南　　市
中　島　港　口
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（単位：人）

想定
ケース

人口
揺れ

(うち家具
転倒)

急傾斜
津波

(うち自力脱
出困難者)

火災
ブロック塀・自
動販売機転倒、

屋外落下物
計

710 3,900

(70) (1,800 )

440 3,900

(40) (1,300 )

520 3,500

(40) (1,400 )

注：端数処理により合計値と異なることがある。 （-：若干名）

冬18時

夏12時

冬深夜 4,600

4,400

4,100

-

-

76,134

76,182

20

40

60

76,063

-

0

-

-

（単位：棟）

28,208 11,100 50 40 4,100 720 16,000

注１：火災は冬１８時を想定
注２：端数処理により合計値と異なることがある。

全棟数 火災 合計揺れ 津波急傾斜地液状化

（単位：棟）

28,208 4,700 850 60 2,100 - 7,700

注１：火災は冬１８時を想定 （-：若干数）
注２：端数処理により合計値と異なることがある。

全棟数 火災 合計揺れ 液状化 急傾斜地 津波

（６）被害想定 

平成２５年７月３１日に徳島県が公表した「徳島

県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）」及び平成

２５年１１月２５日に徳島県が公表した「徳島県南海

トラフ巨大地震被害想定（第二次）」による被害想定

は以下のとおりとなっている。 

ここで、地震発生時間の想定ケースは、「冬の深

夜」（人的被害が最大のケース）、「夏の１２時」（職

場等多くの人々が自宅から離れている）、「冬の１８

時」（火災の発生が多く建物被害が最大のケ

ース）の 3 種を想定している。 

阿南市では以下のように甚大な建物・人的

被害が想定されており、また、電力等のライ

フラインの復旧に長期間を要することが想

定されている。 

 

１）建物被害 

(ア) 建物全壊・焼失棟数 

 

 

 

 

 

(イ) 建物半壊棟数 

 

 

 

 

 

２）人的被害 

(ア) 死者数 
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（単位：人）

想定
ケース

人口
揺れ

(うち家具
転倒)

急傾斜 津波 火災
ブロック塀・自
動販売機転倒、

屋外落下物
計

2,700

(1,000 )

2,100

(640 )

2,000

(670 )

注：端数処理により合計値と異なることがある。 （-：若干名）

30

60

80冬18時 76,134 - 160

2,700

夏12時 76,182 - 80 2,200

冬深夜 76,063 - 0

2,300

-

-

-

断水率
（％）

断水
人口

（人）

断水率
（％）

断水
人口

（人）

断水率
（％）

断水
人口

（人）

断水率
（％）

断水
人口

（人）

阿南市 75,400 64,600 98 73,700 86 64,500 69 52,300 25 18,600 10,800

県合計 749,300 633,900 92 689,000 73 547,700 56 417,800 22 165,500 115,400

注1：断水率＝（管路・浄水場等被害による断水人口＋津波全壊による断水人口）／全給水人口
注2：復旧対象給水人口は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する人口を除く
注3：端数処理により合計値と異なることがある。

1ヶ月後
津波全壊

人口
（人）

給水人口
（人）

復旧対象
給水人口
（人）

直後 1日後 1週間後

支障率
（％）

支障
人口

（人）

支障率
（％）

支障
人口

（人）

支障率
（％）

支障
人口

（人）

支障率
（％）

支障
人口

（人）

阿南市 1,900 1,600 100 1,900 100 1,900 26 490 0 0 270

県合計 128,000 107,700 79 101,500 79 101,500 26 33,500 1 1,300 20,300

注1：支障率（直後～1週間後）＝（管路・処理場被害による支障人口＋津波全壊による支障人口）／全処理人口
注2：支障率（1ヶ月後）＝管路・処理場被害による支障人口／全処理人口
注3：復旧対象処理人口は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する人口を除く。
注4：端数処理により合計値と異なることがある。

処理人口
（人）

復旧対象
処理人口
（人）

直後 1日後 1週間後 1ヶ月後
津波全壊

人口
（人）

停電率
（％）

停電軒数
（軒）

停電率
（％）

停電軒数
（軒）

停電率
（％）

停電軒数
（軒）

停電率
（％）

停電軒数
（軒）

阿南市 37,700 32,300 100 37,700 84 31,500 - - - - 5,400

県合計 415,300 351,900 98 408,900 72 300,400 47 197,000 38 159,300 63,400

注1：停電率（直後・1日後）＝（需給バランス等に起因した停電軒数＋津内全壊による停電軒数）／全電灯軒数
注2：停電率（4日後・1週間後）＝（電線等被害に基づく停電軒数＋津波全壊による停電軒数）／全電灯軒数
注3：復旧対象電灯軒数は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する電灯軒数を除く。
注4：端数処理により合計値と異なることがある。

復旧対象
電灯軒数
（軒）

直後 1日後 津波全壊
電灯軒数
（軒）

4日後 1週間後
電灯軒数
（軒）

不通率
（％）

不通
回線数

（回線）

不通率
（％）

不通
回線数

（回線）

不通率
（％）

不通
回線数

（回線）

不通率
（％）

不通
回線数

（回線）

阿南市 21,000 18,000 100 21,000 89 18,800 - - - - 3,000

県合計 215,800 184,600 98 212,500 75 162,000 34 73,300 14 31,200 31,200

注1：不通率（直後・1日後）＝（停電に起因した不通回線数又は電線等被害による不通回線数＋津波全壊による不通回線数）／全回線数
注2：不通率（1週間後・1ヶ月後）＝（電線等被害による不通回線数＋津波全壊による不通回線数）／全回線数
注3：復旧対象回線数は、津波浸水により建物全壊した需要家に相当する回線数を除く。
注4：端数処理により合計値と異なることがある。

1日後 1週間後 1ヶ月後
津波全壊
回線数

（回線）

復旧対象
回線数

（回線）

直後
回線数

（回線）

(イ) 負傷者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ライフライン被害 

(ア) 上水道 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 下水道 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ) 電力 

 

 

 

 

 

 

(エ) 通信（固定電話） 
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延長
（㎞）

被害箇所数
（箇所）

延長
（㎞）

被害箇所数
（箇所）

全路線 3,250 690 11,760 940 15,020 1,600

注：端数処理により合計値と異なることがある。

津波浸水域 津波浸水域外
総延長
（㎞）

被害箇所数
（箇所）

被害

延長
（㎞）

被害箇所数
（箇所）

延長
（㎞）

被害箇所数
（箇所）

被害箇所数
（箇所）

牟岐線 38 70 42 120 79 190

全体 57 110 172 430 229 550

注：端数処理により合計値と異なることがある。

津波浸水域外
総延長
（㎞）

津波浸水域

(オ) 通信（携帯電話） 

東日本大震災では、発災直後は基地局等の倒壊・流失などによる停波基地局が相当数発生

し、１日後にはバッテリーや自家用発電機の燃料等の枯渇により停波する基地局がさらに増

加した。その後、電力の復旧や各事業者の迅速な復旧作業により、１ヶ月半程度で一部のエ

リアを除き復旧がされた。本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、通信インフ

ラ等の被災や混雑により電話の繋がりにくい状況が発生、各事業者による通信規制により、

発災直後から非常に繋がりにくい状況となることが想定される。 

 

(カ) ガス（ＬＰガス） 

「東日本大震災を踏まえた今後のＬＰガス安定供給の在り方に関する調査 報告書」によ

れば、ＬＰガス基地が津波浸水等の様々な要因により、10 箇所で出荷停止を余儀なくされた。

それに対しては、代替基地からの振替出荷、国家備蓄からの放出等の対策が講じられたが、

卸売・小売の段階でも、タンクローリーの不足、充填所・販売店の被災、燃料不足、人手不

足等の様々な復旧作業の支障となる事象が発生した。被災三県におけるＬＰガスの復旧状況

については、大規模な余震が発生し、都度点検を実施して供給を再開しなければならない状

況が繰り返されたが、3 月 11 日に発生した大震災に対する復旧は概ね 4 月上旬、全体の復

旧は 4 月 21 日（当面復旧可能な世帯に対して）である。発災当日はガスボンベ等の安全装

置によって、自動的にほぼ全ての世帯において、供給が一旦止まったとみられ、その後順次

点検を実施しながら供給が再開された。本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、

発災直後においては、ガスボンベ等の安全装置により、自動的にほぼ全ての世帯において、

供給が一旦停止し、その後、順次点検を実施したところから供給が開始されるが、大きな揺

れと津波によるＬＰガス基地・充填所等の被災、輸送力不足、点検作業を実施する事業者の

被災などから、すべての復旧対象世帯において供給が開始されるには１ヶ月程度を要すると

想定される。 

 

(キ) 道路施設 

 

 

 

 

 

 

(ク) 鉄道施設 

 

 

 

 

 

 

※徳島県南海トラフ巨大地震想定被害（第一次、第二次）より抜粋 
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２ 本地域の被害想定等 

本地域における被害想定に係る予測図を、先に示した阿南市全体図から抽出し以下に示す。 

（１）震度分布図 

本地域の大部分が震度７、一部地域では震度６強となっており、地域全域で大きな揺れが想定されている。 

図５ 震度分布図 

内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による検討ケースの内、各所で基盤地震動が最大となるケースを用い、徳島県の表層地盤モデルにより算出。徳島県内における震度分布の広がり 

を表すものとして、県内を 250m メッシュに区分した平均的な地盤データに基づき推計したものである。同一の震度と表されている区域の中でも、地質の条件により、異なる震度となる場合も

ある。 

対 象 地 域
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（３）液状化危険度分布図 

本地域の大部分で液状化危険度が極めて高くなっており、地面から水があふれ出し道路が水浸しになったり、電柱が倒れたり、建物が傾いてしま

うなどの被害が生じる場合もある。 

       図６ 液状化危険度分布図 

内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」による検討ケースの内、各所で基盤地震動が最大となるケースを用い、徳島県の表層地盤モデルにより算出。徳島県内における液状化の傾向を表

すものとして、県内を 250m メッシュに分割した平均的な地盤データに基づき液状化を判定したものである。既に個別で実施された液状化対策を考慮していないため、液状化危険度が高いと

された区域においても、液状化の危険が低い箇所もある。一方、液状化危険度が低いとされた区域においても、ため池等を埋め立てたような箇所では液状化の可能性が高くなる。 

対 象 地 域
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（４）津波浸水想定 

横見町東部地域および住吉町西部地域の多くでは浸水深が２.0～３.0ｍとなっており、横見町西部地域に向けて２.0ｍ未満から徐々に低くなってい

る。 

図７ 津波浸水想定区域及び浸水深 

（平成19～23年） 

対 象 地 域
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（５）最大波による津波水位と津波影響開始時間 

「徳島県津波浸水想定」によると、那賀川地区の沿岸部に位置する中島港口では最大波による

津波水位は 5.1ｍ（標高）、初期水位から 20ｃｍ水位が上昇する時間（海辺にいる人々の人命に

影響が出るおそれのある水位変化が生じるまでの時間）は 23 分となっている。 

内陸部における津波到達予想時間については、『５ 津波避難シミュレーションの（３）３）』

で整理する。 

※徳島県津波浸水想定公表資料より 

「明日、起こるかもしれない！南海トラフ巨大地震（徳島県防災人材育成センター、平成２６年３月）」から抜粋 

図８ 最大波による津波水位と津波影響開始時間 

 

 



 

 

第３章 本地域の津波避難対策                       

１ 地形、地質的な特徴 

本地域は、北部は那賀川、南部は桑野川・岡川に面する地域である。図９に示す標高地形図では、地域の東側では土地の高さが標高１～３ｍ未満の

地域が広がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 標高地形図 
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対象地域 



 

 

図１０の治水地形分類図に示すように、東部は氾濫平野、西部は扇状地となっており、南海トラフの巨大地震の際には、東部では地盤の液状化や津

波被害が懸念される。ただし、全域に旧河道が広がっており、付近では液状化の恐れがある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 治水地形分類図 
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対象地域 
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２ 社会環境 

 本地域は、中野島地区の総人口が 4,690 人、住吉町の総人口が 397 人、富岡町の総人口が 3,257

人、宝田町の総人口が 3,024 人、那賀川町の総人口が 10,896 人（住民基本台帳、平成３０年 3

月３１日現在）である。 

そのうち 65 歳以上となる高齢者数は中野島地区で 1,437 人（30.6％）、住吉町で 107 人

（27.0%）、富岡町で 1,098 人（33.7%）、宝田町で 852 人（28.2%）、那賀川町で 3,119

人（28.6%）である。また、本地域全体において避難行動要支援者に該当する方（以下に示す災害

発生時の避難等に特に支援を要する方。避難行動要支援者の範囲は図１１を参照。）については、

平成３０年８月１５日現在で 509 人となっており、地域人口の 5.8％となっている。ただし、避

難行動要支援者数の集計は字単位であることから、本地域をまたぐ字の人口は全て含んでいる。 

避難行動要支援者の避難時の個別計画※は、今後策定を進めていくこととなっているため、本計

画では避難行動要支援者名簿の登録者数の計上のみとした。 

※要支援者からの名簿情報の提供の同意により、要支援者と支援者をマッチングし、避難支援者情報、避難場所

等の情報を記入 

 

 

表２ 中野島地区（横見町・上中町・柳島町）の人口構成（平成３０年３月３１日現在）

 

 

表３ 住吉町の人口構成（平成３０年３月３１日現在）

 

 

 

  

年齢
男性人口
（人）

女性人口
（人）

０～ 223 4.8% 103 120

６～ 255 5.4% 130 125

１２～ 117 2.5% 70 47

１５～ 212 4.5% 106 106

２０～ 2,446 52.2% 1,223 1,223

６５～ 772 16.5% 360 412

７５～ 665 14.2% 249 416

計 4,690 2,241 2,449

56.7%

30.6%

-

総人口
（人）

12.7%

年齢
男性人口
（人）

女性人口
（人）

０～ 24 6.0% 10 14

６～ 20 5.0% 11 9

１２～ 9 2.3% 5 4

１５～ 26 6.5% 13 13

２０～ 211 53.1% 118 93

６５～ 49 12.3% 22 27

７５～ 58 14.6% 24 34

計 397 203 194

59.7%

27.0%

-

総人口
（人）

13.4%
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表４ 富岡町の人口構成（平成３０年３月３１日現在） 

 

 

表５ 宝田町の人口構成（平成３０年３月３１日現在） 

 

 

表６ 那賀川町の人口構成（平成３０年３月３１日現在） 

 

 

  

年齢
男性人口
（人）

女性人口
（人）

０～ 116 3.6% 64 52

６～ 117 3.6% 64 53

１２～ 62 1.9% 33 29

１５～ 137 4.2% 71 66

２０～ 1,727 53.0% 915 812

６５～ 493 15.1% 229 264

７５～ 605 18.6% 210 395

計 3,257 1,586 1,671

57.2%

33.7%

-

総人口
（人）

9.1%

年齢
男性人口
（人）

女性人口
（人）

０～ 176 5.8% 92 84

６～ 183 6.1% 78 105

１２～ 71 2.3% 35 36

１５～ 166 5.5% 76 90

２０～ 1,576 52.1% 776 800

６５～ 449 14.8% 226 223

７５～ 403 13.3% 145 258

計 3,024 1,428 1,596

57.6%

28.2%

-

総人口
（人）

14.2%

年齢
男性人口
（人）

女性人口
（人）

０～ 521 4.8% 289 232

６～ 534 4.9% 286 248

１２～ 319 2.9% 170 149

１５～ 552 5.1% 279 273

２０～ 5,851 53.7% 2,995 2,856

６５～ 1,523 14.0% 751 772

７５～ 1,596 14.6% 591 1,005

計 10,896 5,361 5,535

58.8%

28.6%

-

総人口
（人）

12.6%
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表７ 避難行動要支援者数（平成３０年８月１５日現在） 

 

※本地域をまたぐ字の人口は全て含む 

 

図１１ 避難行動要支援者の範囲（阿南市地域防災計画（地震対策編）より抜粋） 

 

該当しない方 1,823 93.6% 1,840 95.5% 754 92.5% 305 94.1% 56 93.3% 1,081 95.7% 2,451 93.7% 8,310 94.2%

該当する方 125 6.4% 87 4.5% 61 7.5% 19 5.9% 4 6.7% 49 4.3% 164 6.3% 509 5.8%

合　計

避難行動要支援者

中野島地区 富岡地区の一部 宝田地区の一部 那賀川地区の一部※

総　計

8,8191,948 1,927 815 324 60 1,130 2,615

横見町 上中町 柳島町 住吉町 富岡町 宝田町 那賀川町

以下に示すいずれかに該当する方を避難行動要支援者とする。また、施設入所者は対象外

とする。 

ア）７５歳以上の一人暮らし及び７５歳以上の高齢者のみの世帯の者 

イ）要介護状態区分が要介護３から５の認定を受けている者 

ウ）身体障害者手帳１級又は２級の視覚障がい、聴覚・言語障がい、肢体不自由の者 

エ）療育手帳Ａ１またはＡ２を所持する者 

オ）精神障害者保健福祉手帳１級を所持する者 

カ）難病患者（次のいずれかの要件を満たす方） 

  ・小児慢性特定疾病 

・「重症患者」及び「高額かつ長期」該当者 

・障害者総合福祉支援法上の障害福祉サービスを受けている難病患者 

キ）上記以外で市長が支援をする必要があると認めた者 
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図１２ 中野島地域の航空写真 ※阿南市航空写真（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月撮影） 

対象地域 

字境界 
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３ 避難対象地域の設定 

津波災害警戒区域（先に示した津波浸水想定区域に基づく）を基本として設定している。本地域の約半分が避難対象地域となり、いち早く津波から

避難する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 避難対象地域（市津波避難計画における避難対象地域と同様） 

避難対象地域

対象地域 
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４ 津波時の避難先の設定 

 表８～１０に示す本地域の避難目標地点、市指定津波避難場所、緊急避難場所、津波避難ビルを、

想定する津波から避難する「津波時の避難先」とする。なお、各避難先の要件は、以下の項目を満

たすものとする。 

表１１～１５に、各避難先等の位置図（避難経路）、写真及び諸元を示す。 

 

 

表８ 避難目標地点一覧表

 

＊：避難対象地域外のため収容可能人数に制限を設けない 

 

表９ 緊急避難場所一覧表

 

 

表１０ 津波避難ビル一覧表

 

避難先名称 所在地
利用できる

場所
収容可能人数

（人）
備考

中野島総合センター周辺 柳島町南高川原、高川原　他
中野島総合センター
を含む避難対象地域
外

＊

大京原集会所周辺 那賀川町大京原
那賀川地区、市営大
京原団地全棟を含む
避難対象地域外

＊

とみおかの里 富岡町西新町8-1
とみおかの里を含む
避難対象地域外

＊ 富岡地区

避難先名称 所在地
利用できる

場所
収容可能人数

（人）
備考

国道５５号那賀川大橋 那賀川町中島、住吉町東畭 歩道 4,800 ４車線化工事中

避難先名称 所在地
利用できる

場所
収容可能人数

（人）
備考

横見小学校　北校舎 横見町前長岡67-2 ２階以上 770 市指定

横見小学校　南校舎 横見町前長岡67-2 ２階 166 市指定

横見小学校　西校舎 横見町前長岡67-2 ２階 137 市指定

琴江川マンション 横見町願能地西18-2 ２階以上 157

市営中川原団地１号棟 横見町中川原9 ２階以上 54

市営中川原団地４号棟 横見町中川原21-1 ２階以上 54

市営中川原団地６号棟 横見町中川原18-1 ２階以上 54

阿南市役所 富岡町トノ町12-3 １階 750 富岡地区　市指定

リッチ・de阿南PARTⅡ 領家町天神原454-1 ２階以上 662 富岡地区

吉田氏宅 横見町前田37 ２階以上 88

谷越氏宅 住吉町六反地249-4 ２階以上 200 富岡地区
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表１１ 避難目標地点

 

 

表１２ 緊急避難場所
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表１３ 津波避難ビル 
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表１４ 津波避難ビル
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表１５ 津波避難ビル
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５ 津波避難シミュレーション 

（１）概要 

「津波避難対策推進マニュアル検討会報告書」（平成２５年３月 消防庁国民保護・防災部防災

課）及び「津波防災まちづくりの計画策定に係る指針」（平成２５年６月 国土交通省都市局都市

安全課・街路交通施設課）に基づき、本地域における避難行動の津波避難シミュレーション（以下、

シミュレーションという。）を行った。 

シミュレーションでは、建物毎の世帯構成が明確でないため、避難対象地域内の全住民が建物単

位で避難することを前提として、まず避難対象地域外にある避難目標地点へ優先的に避難すること

とした。次に時間内に避難目標地点に到達できなかった住民は、市指定津波避難場所または緊急避

難場所に避難し、さらに市指定津波避難場所または緊急避難場所にも到達できなかった住民は、津

波避難ビルに避難することとした。 

ただし、５００ｍ以内に津波時の避難先を整備することが望ましい（市町村津波避難計画の策定

に関するガイドライン、徳島県、平成２５年３月）こと、及び避難対象地域外を優先するがゆえに

遠すぎる避難目標地点に避難することを回避する（例えば“５分で避難できる緊急避難場所があり

ながら、１９分掛けて優先度の高い避難目標地点へ避難すること”を避ける）ことを考慮し、津波

避難シミュレーション結果を調整した。 

 

（２）避難の方法 

避難にあたって自動車等を利用することは、次の理由により円滑な避難ができないおそれが高い

ことから、避難方法は原則として徒歩によるものとする。 

 ・家屋や電柱の倒壊、落下物、液状化等により円滑な避難ができないおそれがある。 

 ・多くの避難者が自動車等を利用した場合、渋滞や交通事故等のおそれがある。 

 ・自動車等の利用が徒歩による避難者の円滑な避難を妨げるおそれがある。 

・橋梁や暗渠上の道路については、地震後の被害状況に注意の上通行する必要がある。 

 

（３）条件設定 

１） 避難対象地域 

本地域の津波災害警戒区域内およびその周辺住民を避難対象とする。表１６に避難対象地域

内・外の人口を示す。 

２） 避難対象者（避難人口） 

住民基本台帳（平成３０年３月３１日現在）の字別人口から字別集合住宅在住の人口を差し引

いて各建物に割り振り、避難対象地域内の建物人口を避難対象者として設定する。ここで、避難

行動は建物単位で行うものとする。また、津波避難ビルに在住する住民は収容階以下の住民のみ

上階の利用できる場所へ避難できるものとする。なお、シミュレーションにおいては、深夜等の

全住民が在宅している状況を想定しており、事業所での滞在者や移動中は考慮していない。 

 

表１６ 本地域における避難対象地域内・外の人口 

 

1,981 93.6% 397 100%
(182) (8.7%) (67) (19.3%)

避難対象外 136 6.4% 1,927 100% 744 91.3% 0 0% 0 0% 0 0.0% 235 58.6% 3,042 53.0%

合　計

横見町 上中町 柳島町 住吉町※

47.0%

宝田町※ 那賀川町※ 合計

避難対象
（うち、上乗せ人口）

0 0% 71 8.7% 60 100%

富岡町※

24 100% 166 41.4% 2,698

24 401 5,740

※本計画対象地域内人口のみを表示

2,117 1,927 815 397 60

（人）
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図１４ 避難行動のイメージ 

 

ただし、学校等の昼間等に多くの人が集まる施設については、表１７に示す施設利用者数を上

乗せした。 

表１７ 上乗せ人口施設一覧表 

 

 

３） 津波到達予想時間と避難可能時間  

本地域の陸域への津波到達予想時間

は、「徳島県津波浸水想定」に基づく

30cm 浸水開始時間を基に設定する。た

だし、「津波避難対策推進マニュアル検

討会 報告書」（消防庁）では、「津波

到達予想時間は、原則海岸部に到達する

最短の時間を想定するものとする。」と

されている。したがって、内陸である本

地域については、隣接する富岡地区の津

波到達予想時間２４分（富岡港海岸[淡

島海岸]）を採用することとした。（阿南市津波避難計画 平成２６年３月より） 

地震発生後５分後（揺れ始めて避難を開始するまでにかかる準備時間）に避難を開始できるも

のとし、津波到達予想時間２４分から５分を引いた１９分を避難可能時間とする。なお、揺れの

継続時間や避難準備時間は、不確実なものであるため、発災時における避難可能時間は変化する

ことに留意が必要である。  

名　称 種　類 住　　所
上乗せ

人口（人）
避難対象

地域の内外

中野島小学校 小学校 阿南市上中町中原１８２番地１ 236 域外

横見小学校 小学校 阿南市横見町前長岡６７番地の２ 106 内

横見幼稚園 幼稚園 阿南市横見町上木戸４９番地－１ 26 内

明星保育所 保育所(園) 阿南市上中町中原353番地2 93 域外

中野島保育所 保育所(園) 阿南市柳島町八剣74番地 52 域外

横見保育所 保育所(園) 阿南市横見町長岡東50番地1 50 内

あけぼの保育園 保育所(園) 阿南市住吉町北久保56番地 67 内

図１５避難可能時間の設定 
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４） 津波時の避難先 

表８～１０の各一覧表に示した場

所を避難先とする。シミュレーション

では後述する図１８に示す「避難到達

ポイント」を設定し、この地点に到達

した時点で避難完了とする。津波時の

避難先の収容可能人数については、市

の公示のとおりに設定するものとし

た。（避難目標地点：制限無し、緊急

避難場所：１人／２㎡、津波避難ビル：

１人／１㎡） 

さらに各避難先に対して、表１８に

示すとおり優先度（図１６：高い順に、

①、②、③）を設けシミュレーション 

を行った。 

・本地域を形成する那賀川、桑野川、岡川で挟まれた三角地帯には、北部に那賀川地区の一部（大

京原、中島）、東部に富岡地区の一部、南部に宝田地区の一部を含むことから、避難先を共有

する必要があるため、各地区の住民をシミュレーションの対象とした。そのため、避難先を有

する中野島地区、那賀川地区、富岡地区の３地区へ避難することとなる。 

・避難目標地点は、「中野島総合センター周辺」、「大京原集会所周辺」、「とみおかの里」の

３箇所であり、収容可能人数に制限は設けない。ただし、橋を渡る必要がある「とみおかの里」

については優先度を１段階下げた。 

 

 

図１６ 津波時の避難先の種類 

 

  

中野島総合センター周辺 ＊ ①

大京原集会所周辺 ＊ ①

とみおかの里 ＊ ②

緊
急
避

難
場
所

国道５５号那賀川大橋 4,800 ②

横見小学校　北校舎　２階以上 770 ②

横見小学校　南校舎　２階 166 ②

横見小学校　西校舎　２階 137 ②

琴江川マンション ２階以上 157 ③

市営中川原団地１号棟 ２階以上 54 ③

市営中川原団地４号棟 ２階以上 54 ③

市営中川原団地６号棟 ２階以上 54 ③

阿南市役所 750 ②

リッチ・de阿南PARTⅡ 166 ③

吉田氏宅 88 ③

谷越氏宅 200 ③

＊：避難対象地域外のため収容可能人数を制限しない

津
波
避
難
ビ
ル

収容可能
人数（人）

優先度種別 名称

避
難
目

標
地
点

表１８ 津波時の避難先一覧 

優先度① 
優先度② 

より遠く、より安全なところへ避難！ 

津波来襲 

優先度③ 

優先度② 
市指定津波避難場所 
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５） 避難速度 

６）に示す避難経路において、道路の種別に応じて、以下のとおり避難速度を変化させる。 

 

[平地（橋を含む）における避難速度（基本避難速度）] 

① 幅員 2.25m 以上の経路     毎秒 1.0ｍ（毎分 60ｍ） 

② 幅員 2.25m 未満の経路     毎秒 0.5ｍ（毎分 30ｍ） 

 

[階段・坂道における避難速度] 

基本避難速度から 55％低下   毎秒 0.45ｍ（毎分 27ｍ） 

 

設定根拠：【津波避難対策推進マニュアル検討会：消防庁国民保護・防災部防災課、 

平成２５年３月】 歩行速度の設定による 

 

６）避難経路（橋梁１箇所：通行不可） 

津波からの避難にあたって通行可能な道路すべてを避難経路として設定している。ここで道路

の種別としては、平地（橋を含む）、階段・坂道の 2 種に分類し、前述したとおり避難速度を変

化させた。 

ただし、図１７に示す避難経路のうち、耐

震化されていない等により落橋の恐れのある

橋梁については、シミュレーションをする際

の対象外（通行不可）とした。そのため本地

域においては、横見橋（東側歩道橋）をシミ

ュレーションの対象外として通行不可に設定

した。なお、平行して架かる西側の橋梁は耐

震化済みであるため、避難経路として通行可

能である。 

 

ここで、海岸沿い、河川沿い、水門・樋門

付近の道路は津波による影響が懸念されるた

め、出来る限り通行は避けることが望ましい。 

さらに、避難を完了するまでに時間的な余

裕がある場合は、比較的広い経路を通行することが望ましい。 

 

 

  

図１７シミュレーション対象外とした避難経路 

：平地 

：シミュレーション対象外とした道路 

：橋梁 ：階段・坂道 

佃町

内町 トノ町

中川原

東側歩道橋のみ
通行不可
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７）避難到達ポイント 

シミュレーションを実施するにあたり、津波時の避難先へ向かう避難経路上に津波からの避難

を完了すると見なす地点「避難到達ポイント」（図１８）を設定した。シミュレーションでは、

避難者が自宅から津波時の避難先の避難到達ポイントまでに要する時間を計測し、避難可能時間

内に避難到達ポイントに辿り着いた建物を避難可能とする。 

後述の図１９～図２１に示すとおり、基準水位を考慮した上で各津波時の避難先への経路上の

避難可能な位置（階）に避難到達ポイントを設定（複数の経路がある場合は、複数設定）してい

る。 

ただし、実際に避難する際には避難到達ポイントに留まることなく、利用できる場所のうち、

さらに高い所（上階等）を目指し、多くの避難者による避難経路の渋滞等の発生を回避すること

が重要である。 

 

図１８ 避難到達ポイントの設定イメージ 
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一の堰水門

横見境

浜田

西畭

元久保

大原

須サキ

中筋

六反地

南久保

浜田

東畭

北久保

問屋前

堤外

本原ケ崎

堀川床

九反ケ坪

宮原

元村

高田

佃町

船倉

南高田

筑前

走寄

火屋ケ原

横枕本荘ケ内

室ノ内

天神前

万石

宮ノ北

天神原

土倉

北通

高原

野神

トサキ

宝田

長岡東

豊田

蛭子面

願能地東

前田

五反地

北裏

上浜田

那賀川町中島

第住町

東仲町

中川原

内町東新町 トノ町

畑中前

高川原

畑中下

下畭

霜ケ谷

車ノ口

高川原須崎

中川原

川原

中川原

西新町

西仲町

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

谷越氏宅２階以上

吉田氏宅２階以上

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

市営中川原団地６号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

阿南市役所 １階

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

国道５５号那賀川大橋

とみおかの里

リッチ・de阿南PARTⅡ
２階以上

中野島総合センター周辺
横見小学校

シミュレーション対象外（通行不可）

津波時の避難先

避難経路の種別

橋（狭い）

坂（広い）

階段（狭い）

町界

避難到達ポイント

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い） 平地（狭い）

坂（狭い）

200m0 10050 150

 
図１９ 避難経路図及び避難到達ポイント 

（その１）

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 
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宮ノ北

宮ノ前

蛭子裏

小原前

蛭子前

柳ノ花

権ノ神

外萩

中川原

中原

今市柳タイ

南別当

北別当

六反地

今市山の北

今市前ケ原
今市西ヤシ

平岡

今市川の上
今市東ヤシ

荒井

今市中新開

今市中ヤシ

大久保

今市西の口

今市上ノ原

日の本

中川原

畑中前

高川原

畑中下

下畭

霜ケ谷

登先

里ノ前

八剣

高川原須崎

北条

川原

今市久世ケ

中川原

今市金剛寺

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

弁財天西

蛭子面

那賀川町
大京原

中野島総合センター

大京原集会所周辺

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

大京原集会所周辺

中野島総合センター周辺
横見小学校

津波時の避難先

シミュレーション対象外（通行不可）

避難経路の種別

避難到達ポイント

階段（広い）

避難対象地域

坂（狭い）

町界

階段（狭い）

坂（広い）

平地（狭い）

橋（狭い）

平地（広い）

橋（広い）

200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２０ 避難経路図及び避難到達ポイント 

（その２）
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中原

今市柳タイ

南別当

北別当

六反地

今市山の北

西方

平岡

大久保

今市西の口

今市上ノ原

吉富士

日の本

南島

岡

渡り上り

羽坂

五反畑 シミュレーション対象外（通行不可）

津波時の避難先

避難経路の種別

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い）

坂（狭い）

橋（狭い）

平地（狭い）

坂（広い）

階段（狭い）

町界

避難到達ポイント

200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２１ 避難経路図及び避難到達ポイント 

（その３）
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（４）シミュレーション結果 

シミュレーションの計算結果を以下へ示す。図２２は、本地域全体の避難者数及び避難完了率（避

難対象者総人口に対する避難者の合計数の割合）の推移を示している。１０分間で全体の 44.4％、

15 分間で 82.5％、最終的に 19 分で全避難対象者の避難が完了した。 

 

図２２ 避難開始から 1 分毎の避難者数及び避難完了率の推移 

 

次に、表１９に各津波時の避難先への避難者数及び収容率（収容可能人数に対する避難者数の割

合）を示す。地域住民のほとんどが避難目標地点及び「横見小学校」へ避難できるものの、一部地

域はいずれの避難先も遠く避難困難となるため、その地域にある既存の個人宅を新たに津波時の避

難先として設定し、避難する必要がある。さらに、経路によっては JR 盛土の高架部をくぐり抜け

畦道を通る避難が余儀なくされる箇所もある。 

次に、図２３～図２８にシミュレーション結果の各戸の避難先（避難可能時間内に避難可能な津

波時の避難先）別色分け図、所要時間（避難に要する時間）別色分け図を示す。ただし、シミュレ

ーションでは、住宅街等で複数の避難先が混在する場合には、地域のまとまりを考慮し、まとまっ

た避難先になるように調整した。ここで横見幼稚園については、施設利用者の大半が長距離移動が

困難と考えられるため、近隣の津波避難ビルである「横見小学校」に避難するものとした。 

 

避難に多くの時間を要する地域については、状況に応じて近隣の避難先へ避難するなど、複数の

避難先を検討しておくことが望ましいが、選択できる避難先は少ないためその避難先を確保するこ

とが重要となる。 

なお、避難行動要支援者毎の津波時の避難先については、策定を進めている個別計画で別途検討

し定めていくこととなっている。 

  



 

                                                
35 
 

表１９ 津波時の避難先への避難者数 

 

 

中野島総合センター周辺 1,088 * -

大京原集会所周辺※１ 155 * - 那賀川地区

とみおかの里 0 * - 富岡地区

国道５５号那賀川大橋※2 267 4,800 5.6% 歩道、4車線化工事中

横見小学校 北校舎 ２階以上※3 461 770 59.8% 市指定

横見小学校 南校舎 ２階 166 166 100% 市指定

横見小学校 西校舎 ２階 137 137 100% 市指定

琴江川マンション ２階以上 5 157 3.0%

市営中川原団地１号棟 ２階以上 11 54 19.8%

市営中川原団地４号棟 ２階以上 13 54 23.1%

市営中川原団地６号棟 ２階以上 14 54 25.9%

阿南市役所　１階 54 750 7.2% 富岡地区　市指定

リッチ・de阿南PARTⅡ ２階以上 49 662 7.3% 富岡地区

吉田氏宅２階以上 83 88 93.9%

谷越氏宅２階以上 199 200 99.3%

総計 2,698

※1『大京原集会所周辺』の避難者数は那賀川地区の57人を含む

※2『国道５５号那賀川大橋』の避難者数は本地域の避難者数のみを計上している

※3『横見小学校北校舎2階以上』の避難者数は那賀川地区の109人を含む

備考

*避難対象地域外のため収容可能人数に制限を設けない。

避難先名 避難者数
収容可能

人数
収容率
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横見境

浜田

西畭

元久保

大原

須サキ

中筋

六反地

南久保

浜田

東畭

北久保

問屋前

堤外

本原ケ崎

堀川床

九反ケ坪

宮原

元村

高田

佃町

船倉

南高田

筑前

走寄

火屋ケ原

横枕本荘ケ内

室ノ内

天神前

万石

宮ノ北

天神原

土倉

北通

高原

野神

トサキ

宝田

長岡東

豊田

蛭子面

願能地東

前田

五反地

北裏

上浜田

那賀川町中島

第住町

東仲町

中川原

内町東新町 トノ町

畑中前

高川原

畑中下

下畭

霜ケ谷

車ノ口

高川原須崎

中川原

川原

中川原

西新町

西仲町

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

谷越氏宅２階以上

吉田氏宅２階以上

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

市営中川原団地６号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

阿南市役所 １階

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

国道５５号那賀川大橋

とみおかの里

リッチ・de阿南PARTⅡ
２階以上

中野島総合センター周辺
横見小学校

国道５５号那賀川大橋

津波時の避難先

シミュレーション対象外（通行不可）

避難経路の種別

町界

階段（狭い）

坂（広い）

平地（狭い）

避難到達ポイント

橋（狭い）

坂（狭い）

平地（広い）

橋（広い）

階段（広い）

避難対象地域

津波避難シミュレーションにおける
各戸の避難した避難先

200m0 10050 150

中野島総合センター周辺

大京原集会所周辺

谷越氏宅（２階以上）

阿南市役所（１階）

吉田氏宅（２階以上）

リッチ・de阿南PARTⅡ（２階以上）

横見小学校（２階以上）

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２３ 津波避難シミュレーション結果 

（避難先別・その１）
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宮ノ北

宮ノ前

蛭子裏

小原前

蛭子前

柳ノ花

権ノ神

外萩

中川原

中原

今市柳タイ

南別当

北別当

六反地

今市山の北

今市前ケ原
今市西ヤシ

平岡

今市川の上
今市東ヤシ

荒井

今市中新開

今市中ヤシ

大久保

今市西の口

今市上ノ原

日の本

中川原

畑中前

高川原

畑中下

下畭

霜ケ谷

登先

里ノ前

八剣

高川原須崎

北条

川原

今市久世ケ

中川原

今市金剛寺

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

弁財天西

蛭子面

那賀川町
大京原

中野島総合センター

大京原集会所周辺

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

大京原集会所周辺

中野島総合センター周辺
横見小学校

津波時の避難先
シミュレーション対象外（通行不可）

大京原集会所周辺

避難経路の種別

橋（狭い）

坂（狭い）

橋（広い）

平地（広い）

階段（広い）

避難到達ポイント

避難対象地域

町界

階段（狭い）

坂（広い）

平地（狭い）

津波避難シミュレーションにおける
各戸の避難した避難先

200m0 10050 150

横見小学校（２階以上）中野島総合センター周辺

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２４ 津波避難シミュレーション結果 

（避難先別・その２）
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中原

今市柳タイ

南別当

北別当

六反地

今市山の北

西方

平岡

大久保

今市西の口

今市上ノ原

吉富士

日の本

南島

岡

渡り上り

羽坂

五反畑

シミュレーション対象外（通行不可）

津波時の避難先

避難経路の種別
平地（狭い）

町界

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い）

坂（狭い）

橋（狭い）

坂（広い）

階段（狭い）

避難到達ポイント

200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２５ 津波避難シミュレーション結果 

（避難先別・その３）
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横見境

浜田
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元久保

大原

須サキ

中筋

六反地

南久保

浜田

東畭
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問屋前

堤外

本原ケ崎

堀川床

九反ケ坪

宮原

元村

高田

佃町

船倉

南高田

筑前

走寄

火屋ケ原

横枕本荘ケ内

室ノ内

天神前

万石

宮ノ北

天神原

土倉

北通

高原

野神

トサキ

宝田

長岡東

豊田

蛭子面

願能地東

前田

五反地

北裏

上浜田

那賀川町中島

第住町

東仲町

中川原

内町東新町 トノ町

畑中前

高川原

畑中下

下畭

霜ケ谷

車ノ口

高川原須崎

中川原

川原

中川原

西新町

西仲町

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

谷越氏宅２階以上

吉田氏宅２階以上

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

市営中川原団地６号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

阿南市役所 １階

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

国道５５号那賀川大橋

とみおかの里

リッチ・de阿南PARTⅡ
２階以上

中野島総合センター周辺
横見小学校

避難に要する時間（分）

津波時の避難先

シミュレーション対象外（通行不可）

避難経路の種別

町界

避難到達ポイント

坂（狭い）

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い）

橋（狭い）

坂（広い）

階段（狭い）

平地（狭い）

200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２６ 津波避難シミュレーション結果 

（所要時間別・その１）



 

                                                          40 
 

 

宮ノ北

宮ノ前

蛭子裏
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六反地
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里ノ前
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今市久世ケ

中川原

今市金剛寺

南高川原

願能地西

下木戸

上木戸

高川原

長岡

畑中上

長岡後

前長岡

上畭

弁財天西

蛭子面

那賀川町
大京原

中野島総合センター

大京原集会所周辺

市営中川原団地１号棟 ２階以上

市営中川原団地４号棟 ２階以上

琴江川マンション ２階以上

北校舎 ２階以上

南校舎 ２階
西校舎 ２階

大京原集会所周辺

中野島総合センター周辺
横見小学校

避難に要する時間（分）

シミュレーション対象外（通行不可）

津波時の避難先

避難経路の種別

避難到達ポイント
階段（狭い）

町界

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い）

坂（狭い）

橋（狭い）

平地（狭い）

坂（広い）

200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２７ 津波避難シミュレーション結果 

（所要時間別・その２）
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中原

今市柳タイ

南別当

北別当

六反地

今市山の北

西方

平岡

大久保

今市西の口

今市上ノ原

吉富士

日の本

南島

岡

渡り上り

羽坂

五反畑

避難に要する時間（分）

津波時の避難先

シミュレーション対象外（通行不可）

避難経路の種別

避難到達ポイント

町界

避難対象地域

階段（広い）

橋（広い）

平地（広い）

坂（狭い）

橋（狭い）

平地（狭い）

坂（広い）

階段（狭い）
200m0 10050 150

避難経路については、シミュレーションに用いる経路を示しているが、狭隘な経路

もあり災害時の通行の可否については不明なため、通行には注意が必要である。 

 
図２８ 津波避難シミュレーション結果 

（所要時間別・その３）
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６ 津波時の避難先の課題 

本地域内には津波時の避難先が点在するものの、各自が近い避難先に避難すると、避難先から遠

い地域の住民が避難できなくなる可能性がある。そのため、避難先に優先度を設けた計画的な避難

行動が必要となる。優先度は津波から、より遠く、より安全な場所へ避難するために設定している

ものが多く、避難した避難先の優先度が高いほど津波の影響を受けにくい状況となる。 

一方、本地域内の一部では避難先を選択する余裕がなく、避難先が限定される場合がある。その

場合には、その避難先の避難スペースを確保する必要がある。そのためには、その避難先周辺の住

民は、より津波から遠ざかる方向の避難先等へ計画的に避難し、地域の住民全員が避難できるよう

努めることが求められる。 

 

これまで述べた通り、本計画で示す各戸の避難先は、現状の避難対象者の分布において、避難対

象者全員が津波到達予想時間内に効率的に避難できることを目指して計画している。ただし、地震

発生時の怪我や避難経路の被害（家屋やブロック塀の倒壊、液状化等）状況については、考慮して

いない。そのため、実際に地震発生後の避難の状況は、通常の避難行動がとれない人が増加するお

それがあることから、シミュレーションによる避難先の他にも近隣の津波避難ビルを平常時から把

握し、臨機応変に対応し、避難ができるよう備えておく必要がある。 

加えて、本計画で示された津波時の避難先だけでなく、基準水位より高い近くの高台や津波避難

ビルの要件を満たす建物（基準水位よりも高い階層を持つ昭和５６年以降の新耐震基準を満たす鉄

筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の建物）も、逃げ遅れた場合に有効であるため、

周辺の同建物を把握しておくことが望ましい。 

 

なお、先に述べた通り、避難行動要支援者の津波時の避難先等については、支援者となる消防機

関、民生委員、社会福祉協議会及び自主防災組織等と協力しながら個別計画を策定し、避難行動要

支援者一人一人の避難行動の支援活動を推進していく。 
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第４章 今後の取り組み                     

１ 津波避難訓練 

津波避難訓練は、継続して行うことが必要であるため、地域全体で少なくとも毎年 1 回ずつ定期

的に実施することが望ましく、できる限り多くの人に参加してもらうよう周知・啓発に努める。ま

た各自主防災組織等の個別訓練についても、計画的に実施することが望ましい。 

訓練では、これまで実施してきた内容に加えて、本計画に基づく津波避難訓練を実施し、自宅か

ら避難先までの避難経路及び避難に要する時間を確認する。 

さらに、各個人に対しても積極的な訓練参加、体力づくり及び通路の確保（通行の妨げとなる物

を取り除く等）等の啓発を推進していく必要がある。 

また、本計画では地震発生直後に、まず津波から逃れるための一時的な緊急避難を計画したもの

であるため、被災後に避難生活をするための避難所の周知や運営について今後検討する必要がある。 

 

２ 避難行動要支援者の対策 

避難行動要支援者の避難支援対策については、要支援者が自らの安全は自ら守る“自助”と地域

（民生委員、自主防災組織、町内会、自治会、近隣住民等）の“共助”が基本となる。 

このため、要支援者自身とその家族にも、各自の状況に合わせた避難方法の検討を行ってもらう

とともに、地域と積極的に交流を図ってもらう。また、地域もその状況を把握したうえで具体的な

避難支援方法を検討し、互いに協力しながら避難支援体制の強化に取り組んでいく。（個別計画の

策定） 

 

３ 自主防災組織の結成促進 

阿南市全域における平成３０年４月１日現在の自主防災組織結成率は、98.13％（全 30,767

所帯のうち 30,192 所帯（231 組織）が各自主防災組織の活動範囲内）である。 

阿南市では、地域ごとの各組織の上位に公民館単位（１４地区）の協議会を、さらに１４協議会

による連合会組織を構成し、発災時には自主的・積極的な防災活動の輪が広がる自主防災組織づく

りに努めている。各組織では、県の寄り合い防災講座や防災に関する講演会等の参加で、防災対策

の知識習得に努めながら、定期的に防災訓練も実施している。今後も自主防災組織の組織率１００％

を目標に、市民への防災啓発を図る。 

なお、阿南市では自主防災組織を新規設立された場合や、結成されている自主防災会ごとに、防

災備品や補助金を交付し、防災資機材の充実と防災活動の活性化を図っている。 

１） 自主防災組織設立支援（ヘルメット等防災備品の支給） 

２） 自主防災組織の活動補助（補助金の交付） 

３） 避難路・津波時の避難先整備に係る原材料等支給 

 

ここで、自主防災組織の主な活動内容は、以下の通りである。 

ａ．災害時にあっては、地区内の警戒、被害状況の把握・伝達、出火防止と初期消火、救出・救

護、避難命令の伝達・誘導、給食・給水、避難所での衛生管理等を行う。 
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ｂ．平時においては、防災知識の普及、防災資機材の備蓄・点検、危険箇所の把握を行う。また、

二次災害で大規模災害の原因となりやすい火気使用器具や火災警報器等の点検整備を定期的に

実施する。 

ｃ．自主防災活動は、長期に渡り、その時々の反省を踏まえながら、継続的に行われることが必

要であり、活動のマンネリ化、参加者の減少化や固定化を打破するための、工夫をこらした自

主防災活動を推進する。 

 

４ 建物・家具の耐震対策 

阿南市が実施する以下の事業も活用しながら、個人の住宅や民間建築物の耐震診断・耐震化、家

具の転倒防止対策等を行い、地震時に怪我をせず、津波時にすみやかに避難できるよう備える。 

 

阿南市 建設部 住宅・建築課 

〒774-8501 阿南市富岡町トノ町 12 番地 3 

TEL：0884-22-3431 

 

（１）阿南市木造住宅耐震化促進事業 

阿南市では、大地震による住宅の倒壊等の被害の軽減を図ることを目的とし、以下の補助事業

を実施している。 

【耐震診断及び耐震補強計画（耐震診断等）】 

【住まいの安全・安心なリフォーム支援事業】 

【耐震改修支援事業】 

【住宅の住替え支援事業】 

 

 

 

 

 

 

（２）阿南市住宅リフォーム補助金 

【対象とする工事】 

 現に居住の用に供する部分について行うリフォーム工事を対象とする。 

【対象とする住宅】 

  阿南市に住民登録を行っている（行う予定を含む）者が居住する住宅で、申請時において建築

後５年以上経過した住宅。ただし、マンションなどの集合住宅は専有する部分、店舗などの併用

住宅は居住部分のみを対象とする。 

 

  

※耐震改修促進税制について 

住宅の耐震改修をする場合、補助金に加えて

税制上の優遇措置を受けることができます。 

 ・ 所得税の特別控除 

 ・ 固定資産税の減税措置 
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（３）阿南市危険廃屋等除却支援事業 

 市民の安全・安心の確保並びに住環境の改善及び良好な景観の促進を図るため、危険廃屋等の除

却等に対し、補助金を交付している。 

【対象となる危険廃屋等】 

阿南市内にある木造又は鉄骨造等の住宅で、次のいずれかに該当するもの。 

１ 申請時において現に使用されておらず、かつ今後も使用する見込みのないもの 

２ 空き家であるかどうかを問わず、著しく老朽化していると認められるもの 

（住宅地区改良法施行規則第１条 第１項第１号及び第２項による住宅の不良度が１００点以上のもの。）  

 

（４）阿南市民間建築物耐震化支援事業 

 阿南市では、発生が予測されている南海トラフの地震対策として、一戸建て住宅と長屋を除く民

間建築物を対象に耐震診断と耐震改修の支援を行っている。 

【耐震診断事業】 

【耐震改修事業】 

 

（５）阿南市危険ブロック塀等撤去支援事業 

 阿南市では、道路等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去に係る経費の一部を行っている。 

【補助金額】 

補助対象経費の５分の４かつ上限８万円 
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５ 非常持ち出し品・備蓄品の準備 

 阿南市が平成 26 年３月に作成し、全戸配布した「南海トラフ巨大地震・津波にそなえて 津波

防災マップ」には、非常時の持出品リストを掲載している。本誌を参考に、災害時に備えて準備を

しておく。 

 

図２９ 減災グッズリスト（阿南市津波防災マップ（平成 26 年 3 月）より抜粋） 
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６ 定期的な計画の見直し 

 本計画を基に、津波避難訓練を実施するとともに、津波時の避難先の増減や訓練結果を踏まえて、

地域の実状にあった、より良い計画へ今後更新していく。 
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[自主防災組織一覧]（平成３０年４月 1 日現在） 

 長岡自主防災会 

 横見・中島・住吉地区自主防災会 

 横見町畑中地区自主防災会 

 自主防災横見町をきれいにする会 

 上中町南島地区自主防災会 

 上中町中原地区自主防災会 

 柳島地区自主防災会 

 上中町岡地区自主防災会 

 大京原地区自主防災会 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿 南 市 危 機 管 理 部 危 機 管 理 課 

〒７７４-８５０１ 

徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3 

ＴＥＬ（０８８４）２２－９１９１ 

ＦＡＸ（０８８４）２８－９８８４ 

 


